
変更後仕様

修正申告理由コードを以下に変更及びコード追加を行います。
「５：上記以外の理由」⇒「５：その他の理由」に変更
「６：原産地事後確認の結果」を追加

ＡＭＡ業務の修正申告理由コード欄に「６：原産地事後確認の結果」が入力できるように

入力チェックを変更する。その結果、入力可能な申告理由は次のとおり。

１：税関の事後調査の結果

２：課税標準及び税額計算の誤り

３：添付書類の記載内容の誤植に伴う課税標準等の誤り

４：税表分類の誤り

５：その他の理由

６：原産地事後確認の結果

「修正申告事項登録（ＡＭＡ）」業務の修正申告理由コードの追加対応

ＡＭＡ（修正申告事項登録）業務画面(イメージ)

１：税関の事後調査の結果

２：課税標準及び税額計算の誤り

３：添付書類の記載内容の誤植に

伴う課税標準等の誤り

４：税表分類の誤り

５：その他の理由

６：原産地事後確認の結果


